
高齢者施設等への新規入所時の検査について

◆ 新規入所者について、入所時に、地域における新型コロナウイルス感染症の発生状況等を勘案して、医師が必要と認める
場合には、症状の有無に関わらず保険適用による検査を行うことができる（対象施設及び対象者本人の検査費の負担なし）。

◆ 施設の連携医療機関による検査実施を周知。連携医療機関での検査体制が整っていない場合でも、診療・検査医療機関
等を案内できるよう相談窓口を新たに設置。（２月１２日（金）から相談窓口の運用開始）
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○開設時間（土日・祝日含む）
９時～１８時

○電話番号
０６－７１６６－９９８８

連携医療機関

連携医療機関で検査が出来ない場合

（２月１２日以降）


